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【概要】北海道橋梁⻑寿命化修繕計画

計画策定の背景

計画の概要

■基本⽅針
 ５年に１回の定期的な「点検」・「診断」により施設の状態を正確に把握し、必要な「措置」を
適切な時期に実施するとともに、これらの取組を通じて得られた情報を「記録」し、次期点検・診
断等に活⽤するというメンテナンスサイクルの着実な実⾏に努める。

道が管理する橋梁の多くは、昭和40年代から集中的に整備されており、⽼朽化の進⾏による維
持管理コストの増加が懸念されたことから、中⻑期的な維持管理コストの縮減と平準化を図る
ため、平成21年度に「北海道橋梁⻑寿命化修繕計画」（以下、修繕計画）を策定。
平成24年12⽉に発⽣した中央⾃動⾞道笹⼦トンネル天井板落下事故を契機として、平成25年6
⽉に道路法が改正され、平成26年度から５年に１回の頻度で近接⽬視による定期点検及び健全
性の診断（健全性をⅠからⅣの４段階に区分）を⾏うことが義務化。
これを受け、施設の健全性を踏まえた計画とするため、平成29年度に修繕計画を⼀部改訂。
この度、令和４年度からの取り組みとして修繕計画を改定。

■対策状況
 直近５年間（H29〜R3）で5,653橋の点検・診断を⾏った結果、“早期に修繕等の措置を講ずべき
状態”と判定された橋梁は690橋あり、その対策状況は、令和３年度末時点で着⼿率が72％、完了率
が34％となっている。この現状を踏まえ本計画を改定し、引き続き対策を推進する。

■計画期間
 令和４年度から令和８年度までの５年間

■優先順位
 橋梁の健全性に加え、橋梁や路線の重要度に応じて措置の優先順位を決定する。

■コスト縮減に向けた取り組み
 対症療法的な事後保全型の維持管理から、損傷等が軽微な段階に修繕を⾏い機能の保持・回復を
図る予防保全型の維持管理への移⾏により、中⻑期的な維持管理コストの縮減と平準化を図る｡
 また、コスト縮減や事業の効率化を⽬的として、新技術の活⽤を検討する。
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